
亀岡市立学校における外国語指導助手（ALT）配置協力・管理業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

本要領は「亀岡市立学校における外国語指導助手（ALT）配置協力・管理業務」に係る契約の

相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

 (1) 業 務 名 亀岡市立学校における外国語指導助手（ALT）配置協力・管理業務 

 

(2) 業務内容 別に定める「亀岡市立学校における外国語指導助手（ALT）配置協力・管理業務

仕様書」のとおり 

 

(3) 履行場所 義務教育学校２校、中学校５校 

学校名 住所 
児童生徒数 

（令和７年５月１日時点） 

亀岡川東学園 亀岡市馬路町溝ノ上１４－４ ２７０名 

育親学園 亀岡市本梅町中野和田山１－２ １８９名 

亀岡中学校 亀岡市内丸町１３ ５５４名 

南桑中学校 
亀岡市ひえ（「ひえ」の字は「くさかんむり」

に「稗」）田野町太田丸橋１ 
２３３名 

東輝中学校 亀岡市篠町広田３丁目２８－１ ４３５名 

大成中学校 亀岡市大井町土田１丁目５－７ ３６３名 

詳徳中学校 亀岡市篠町柏原中又７ ５１０名 

ただし、英語教育の充実に係る事業を行うにあたり必要な場合は、上記以外で行うこともある。 

 

(4) 業務期間 

契約日から令和１１年３月３１日まで 

ただし、契約日から令和８年３月３１日までは準備期間（無償）とし、履行期間は令和８

年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 

 (5) 見積限度額 

   総額３６，３００，０００円を上限とする。（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

※１．ALT の給与、期末勤勉手当については、亀岡市から ALT へ支払いを行うことから、

それ以外にかかる費用について計上すること。 

※２．見積限度額を超える提案は失格とする。 

※３．上記金額は、契約締結時の予定価格となるものではない。 

 



３ 実施形式  公募型 

 

４ 日程 

項目 日程 備考 

公募開始 令和７年１２月８日（月）  

参加表明書等の提出期限 令和７年１２月２２日（月） 午後５時必着 

参加資格審査結果通知書送付予定日 令和７年１２月２５日（木）  

質問締切日 令和７年１２月２６日（金） 午後５時まで 

質問に対する回答日 令和８年１月８日（木）  

企画提案書等の提出期限 令和８年１月１３日（火） 午後５時まで 

※プレゼンテーション実施日 令和８年１月中旬  

審査結果通知 令和８年１月下旬  

※様式等については亀岡市ホームページ（https://www.city.kameoka.kyoto.jp/）からダウンロ 

ードすること。（窓口では配付しない。） 

※スケジュールについては、諸般の状況により変更する場合がある。 

※提案事業者が１者の場合は、資料審査のみを行う可能性がある。 

 

５ 参加資格 

（1）公告から契約締結日まで、国や地方公共団体等の指名停止を受けていないこと。 

（2）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者であること。 

（3）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

（4）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。 

（5）次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下この

号において「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号に

おいて「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 



エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる

とき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

（6）政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体ではないこと。  

（7）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営

基盤及び人員体制を有していること。  

（8）亀岡市との都市間連携協定を締結したフィリピン共和国セブ州ラプラプ市と連携した事業

展開が可能である者 

（9）本業務を一括再委託しない者 

 

６ 参加申込みの手続 

（1）提出書類 

 ・プロポーザル参加申込書（第１号様式） 

     ・事業所概要（第２号様式） 

     ・業務実績書（第３号様式） 

     ・亀岡市における入札参加資格認定通知書（受領書）の写し 

   「亀岡市競争入札参加資格者でない場合」は、次の書類も併せて提出すること。  

（提出部数各１部）  

①商業登記簿謄本（現在事項証明書、履歴事項全部証明書でも可） 

②本社分の直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書（その３又は その３の３）、

市町村税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

③誓約書及び役員一覧表（第４号様式、第５号様式） 

④支店・営業所の場合、本社の委任状  

（2）提出部数  各１部 

（3）提出方法  持参、郵送（書留郵便に限る。） 

電子メール(gakkou-shidou@city.kameoka.lg.jp) 

（4）提 出 先  「１６ 事務局」に記載のとおり 

（5）提出期限  令和７年１２月２２日（月）午後５時必着 

（6）そ の 他   参加申込みに関する審査結果は、申込者全員に書面で通知する。 

  

７ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問の受付及び回答は、次のとおりとする。 

（1）受付期間 

令和７年１２月２６日（金）午後５時まで 

（2）受付方法  

質問書（第７号様式）に記入の上、「１６ 事務局」まで電子メール又はＦＡＸで提出する

こと。電話又は口頭による質問には応じない。 

（3）回答日・回答方法 

   令和８年１月８日（木）までに電子メールで回答する。回答方法については、亀岡市ホー

ムページに回答日までに掲載することとする。なお、質問書を提出した事業者名は非公開

とする。 

（4）質問内容 

   質問内容は、参加申込み及び企画提案書等に関するもののみとし、審査（評価）に関する

質問は一切受け付けない。 



８ 企画提案書の提出方法 

 「６ 参加申込みの手続」により参加申込みした事業者は、次のとおり企画提案書を提出する

こと。 

（1）提出書類 

 「９ 企画提案書について」に記載のとおり 

（2）提出方法  

持参又は郵送とする。郵送の場合は、封筒に「企画提案書在中」の旨を記載すること。 

（3）提出先 

「１６ 事務局」に記載のとおり 

（4）受付期間 

令和８年１月１３日（火）午後５時まで 

 ※受付は、土日、祝日を除き、午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までを除く。） 

 

９ 企画提案書について 

 企画提案書は次のとおりとする。 

（1）内容 

 ①企画提案書表紙（第９号様式） 

 ②企画提案書（様式自由。仕様書に基づいた内容とすること。ただし、仕様書に示す要求事

項を上回る独自の提案をする場合は、そのポイントが明確に分かるように記載すること。） 

   ③参考見積書及び内訳書（様式自由。なお、金額は税込とし、見積限度額以下の金額とする

こと。また、提出の際には封入し割印をしておくこと。） 

   ④予定担当者調書（第１０号様式） 

（2）提出部数 

 正本１部、副本１０部 

（3）作成上の留意点 

   ①文字の大きさは、原則として１１ポイント以上とする。 

   ②文字を補完するための図、表、写真、イラスト、イメージ図の使用は任意とする。 

 ③企画提案書の印刷色は、カラー、白黒を問わない。 

 ④企画提案書の下段中央にページ番号を付すこと。 

   ⑤用紙は、Ａ４片面印刷を基本とし、Ａ４を超えるものは折込でＡ４とすること。 

 ⑥使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一 

ページ内に注釈を付けること。 

 ⑦企画提案書表紙（第９号様式）について、正本には、会社名称、所在地、代表者名及び代

表者印を記載押印すること。なお、副本には会社名称、所在地、代表者名など企業名が特

定できる情報は記載しないこと。 

 ⑧企画提案書各ページには、会社名称、社章、商標等、企業名が特定できる情報は記載しな

いこと。 

 

１０ 審査 

    参加要件を満たすと認めた事業者に対し、亀岡市プロポーザル選定委員会（以下「選定委員

会」という。）において、別表「審査項目」に基づいた書類審査及びプレゼンテーション審査を

実施する。なお、参加者が１者のみの場合は、選定委員会に諮り決定する。 

（1）日時 

 令和８年１月中旬（予定）。日時は、参加事業者に後日通知する。 

 



（2）場所 

 亀岡市役所 会場は、参加事業者に後日通知する。 

（3）出席者及び説明者 

   ①出席者及び説明者は各事業者５名以内とし、本業務の業務責任者となる者又は業務従事

者となる者は必ず出席すること。 

   ②出席者の所属・役職、氏名を予定担当者調書（第１０号様式）により提出すること。 

   ③上記の予定担当者調書については、プレゼンテーション審査の前々日の正午までに、亀

岡市学校教育課へ電子メール又はＦＡＸで提出すること。 

   ④プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合は、本プロポーザルへの参加を辞退

したものとみなす。ただし、交通機関の事故その他やむを得ない理由がある場合は、速

やかに亀岡市学校教育課まで連絡を入れること。 

（4）所要時間 

   各事業者４０分程度（プレゼンテーション３０分（時間厳守）、ヒアリング１０分程度） 

（5）内容 

   ①当日の説明は、事前に提出した企画提案書等に基づきプレゼンテーションを行うものと

し、追加提案や追加資料の配付は認めない。 

   ②プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、企画提案書の提出順とする。なお、辞退

者がある場合は、順次繰り上げるものとする。 

   ③プレゼンテーション及びヒアリングは個別に行い、非公開とする。 

   ④プレゼンテーション及びヒアリングには、選定委員会のほか、選定委員会の庶務担当者

が同席する。 

   ⑤プレゼンテーション及びヒアリングの出席者及び説明者において、発熱がある又は体調

不良の場合は出席を見合わせること。 

（6）使用機器 

   ①説明時は、パソコン、プロジェクター等の使用を認めることとするが、パソコン、プロ

ジェクター等の機材については事業者が準備すること。 

   ②事業者からの申出があれば、スクリーン、電源、延長コードについては本市で用意 

する。 

   ③パワーポイント等を使用する場合は、スライド画面を印刷した資料を企画提案書に添付

して提出すること。 

 

１１ 企画提案者が１者の場合の取扱い 

（1）企画提案者が１者になった場合でも、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、選

定委員会において適当と認められた場合は、事業者（候補者）として選定する。 

（2）企画提案者又は事業者（候補者）がいない場合は、参加資格・業務の内容等を見直して、

再度公募を行うのかどうかを選定委員会において協議し、決定する。 

 

１２ 結果通知等 

（1）優先契約交渉事業者の決定 

 ①選定委員会の審査において、全委員の評価点数の総合点が最も高い者（以下「最高評価

点を得た者」という。）を優先契約交渉事業者の候補者（以下「候補者」という。）とし

て決定する。 

②最高評価点を得た者が複数の場合は、業務委託価格提案書による提案価格の金額が最も

安価な者を候補者とし、提案価格の金額が同額の場合は、くじ引きで決定する。 

③最高評価点を得た者が評価配点合計の５割に満たない場合にあっては、候補者の選定を

行わず、再度公募もしくは指名等について検討するものとする。 



（2）結果通知 

審査結果は、候補者が決定した後、速やかに本審査参加者全員に選定又は非選定の結果を

書面で通知するとともに亀岡市ホームページにも掲載する。なお、審査結果通知日から契約

を締結するまでに国又は地方公共団体等の指名停止に該当する行為を行ったときは、当該審

査結果を取り消すことがある。 

 

１３ 契約締結 

 審査の結果、候補者として決定した者と本業務の契約交渉を行う。なお、次のいずれかに該

当し、その者と契約が締結できない場合、次点者と契約交渉を行うものとする。 

（1）「５ 参加資格」に定める要件を満たすことができなくなったとき。 

（2）契約交渉が成立しないとき、又は候補者が本契約の締結を辞退したとき。 

（3）提出書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。 

（4）その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。 

 

１４ 情報公開及び提供に関すること 

本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、亀岡市情報公開条例（平成１２年亀岡

市条例第３２号）に基づき公開する。 

 

１５ その他 

（1） 本プロポーザルに要する経費は、全て参加者の負担とする。 

（2） 本プロポーザルは、令和７年度１２月補正予算成立を前提とした事前準備手続であり、予

算成立後に効力を生じる事業である。したがって、亀岡市議会において、補正予算が否決

された場合は、本プロポーザルは中止するものとする。本プロポーザルを中止した場合に

おいても、応募者又は参加者が本プロポーザルの参加のために支出した費用については、

一切保証しない。 

（3） 参加申込み（参加表明）後に本プロポーザルを辞退する時は、辞退届（第６号様式）を提

出すること。 

（4） 企画提案書等に記載した担当者等は、原則として変更できないものとする。ただし、やむ

を得ない理由による変更を行う場合は、変更前に発注者の了承を得なければならない。 

（5） 業務の一部再委託は、企画提案書に記載がある場合を除き、原則として認めない。 

（6） 提出書類等は返却しない。 

（7） 審査により選定された候補者は、業務委託にかかる「プロポーザル審査結果通知書」受理

日から優先契約交渉事業者となり、再度、細部にわたり協議、調整を行い、契約を締結す

ることとする。 

（8） 契約書に係る仕様書は、本市が示した仕様書及び選定された提案に基づき、契約予定者と

発注者と協議の上、決定することとする。 

（9） 発注者は、提案書類等を提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

（10）発注者は、提出書類等を審査に必要な範囲において、複製できるものとする。 

（11）次の場合、提出書類等は無効とする。 

 ①提出期限を過ぎて提出された場合 

  ②提出書類等に虚偽の記載があった場合 

    ③提出書類等の作成にあたって不正行為が判明した場合 

    ④提出書類等の内容が示された条件に適合していない場合 

（12）審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 

（13）本プロポーザルを途中で辞退した者は、これを理由として以後の選定等について不利益な

取扱いを受けることはない。 



（14）不測の事態があった場合、本案件の執行をやむを得ず中止することがある。 

 

１６ 事務局 

     〒６２１－８５０１ 

   京都府亀岡市安町野々神８番地 

 亀岡市教育委員会 学校教育課 

   電話番号 ：０７７１－２５－５０５３ 

   ＦＡＸ番号：０７７１－２３－３１００ 

電子メール：gakkou-shidou@city.kameoka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表「審査項目」 

 

審査項目 評価の基準・観点 配点 

会社概要 ・実績 
本業務を遂行する上で信頼できる企業規模、業務内容、企

業理念・業務実績があるか。  
5 

採用方法 
ＡＬＴの採用方法及び採用基準が優れており、市が求める

適正な人材の配置が期待できるか。  
15 

研修・管理 

配置前・配置後の研修内容、計画が整っているか。  5 

ＡＬＴの労務管理に関する組織体制及び調整等のサポー

ト体制が整っているか。  
5 

サポート体制 

ＡＬＴのカウンセリング等の実施について十分想定され

ているか。  
5 

ＡＬＴの日常生活におけるサポートについて体制が整っ

ているか。  
5 

危機管理及び連絡 

学校等や教育委員会からの要望、苦情等に対応できる体制

が整っているか。  
5 

欠勤、遅刻等が発生した場合の迅速な連絡、必要な支援が

できる体制が整っているか。 
5 

長期欠員発生時のフォローアップ及び補充体制が整って

いるか。  
5 

ＡＬＴが関係する事故やトラブルが発生した場合に対応

できる体制が整っているか。 
5 

提案 
提案された内容は、独創性・有効性・実現性に優れている

か。 
5 

フィリピン共和国ラ

プラプ市との連携 

フィリピン共和国ラプラプ市と連携した事業展開であり、

有効性・実現性に優れているか。 
20 

価格 
価格点の満点     （提案価格のうち最低価格） 

(１５点)         （自社の提案価格） 
15 
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